
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

【プログラム】 

◆開催日時 ： 平成27年8月25日（火） 14：30～16：30  

◆開催場所 ： コラボしが２１  ３階中会議室 

◆講  師 ： 滋賀県 琵琶湖環境部 温暖化対策課  磯谷 参事  

◆受 講 者 ： ３６名 

◆内  容  ：  （１）地球温暖化の現状について 

（２）温暖化対策に関連する諸法令について 

（３）平成27年度の主な事業について 

（４）ＤＶＤで見た気候変動（ＩＰＣＣによる報告書より） 

  （ＩＰＣＣの概要、国連気候変動に関する政府間パネル 

   Intergovernmental Panel on Climate Change）の略。） 

 

◆主催/後援   公益社団法人滋賀県環境保全協会  / 滋賀県 

 

 

◆講義風景１◆                 ◆講義風景２◆ 

平成２７年度 法・条例を学ぶ講習会（温暖化対策取組編） 

法令・条例を学ぶ講習会が８月２５日（火）を皮切りに、いよいよスタートしました。 

第1回の「温暖化対策取組」編は①地球温暖化②滋賀県の対策③平成27年度の主な事業④Ｄ

ＶＤで見る気候変動について滋賀県琵琶湖環境部 温暖化対策課の磯谷様に講義してもらい

ました。 内容は、最近私たち身近な所で夏の異常気温や豪雨の発生、また台風が多発する中

で、びわ湖の生態系や私たちの日常生活などへの影響が心配されております。そこで第1回目

の講座に、こういった地球規模の温暖化に対して企業は今後どう取り組めばいいのか課題解決

に向けて、滋賀県の温暖化対策の取組をもってきました。そして低炭素社会実現に向けて企業

の取組事例の紹介や 27年度の温暖化対策の主な事業として節電、省エネ提案会や滋賀県気候

変動対策検討事業などの紹介があり、中身の濃い講座となりました。 

当日は台風15号が接近しつつある中で、欠席者もなく受講者の皆様、有難う御座いました。 


